
弾道ミサイル発射

※ ミサイルが日本まで飛来せず、領海外の海域に落下したと推定される場合は、
上記の情報を伝達します。
引き続き屋内に避難する必要はありませんが、不審な物を発見した場合には、

決して近寄らず、直ちに警察、消防や海上保安庁に連絡して下さい。

② 落下場所等についての情報 （日本の領海外の海域に落下）

（３）日本の領海外の海域に落下した場合

「先程のミサイルは、●●海に落下した模様です。不審な物を発見した
場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい。」

（注１）状況に応じて送信するため、上記のメッセージを全て送信するとは限りません。
（注２）上記のメッセージは、状況に応じ、変更する可能性があります。
（注３）自衛隊によるミサイルの迎撃の状況等により情報伝達の流れが変わる可能性があります。

① ミサイル発射情報・避難の呼びかけ

「ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射
された模様です。建物の中、又は地下に避難して下さい。」

※ まず、上記の発射情報を伝達し、避難を呼びかけます。
屋外にいる場合は近くの建物（コンクリート造り等頑丈な建物が望ましいですが、

頑丈な建物がなければ、それ以外の建物でも構いません）の中、又は地下（地下街や
地下駅舎などの地下施設）に避難して下さい。
屋内にいる場合には、すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下があれば直ちに

そちらに避難して下さい。それができなければ、できるだけ窓から離れ、できれば窓

のない部屋へ移動して下さい。
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